
　招　　集　　期　　日 　　令和３年６月１７日（木）　午後 １ 時 ３０ 分

　開　　会　　場　　所 　　三郷市役所４階　　教育委員会室

　開　会　の　日　時 　　令和３年６月１７日（木）　午後 １ 時 ３０ 分

　及　び　宣　告　者 　　教育長　　　有　田　る み 子

　閉　会　の　日　時 　　令和３年６月１７日（木）　午後 ２ 時 １１ 分

　及　び　宣　告　者 　　教育長　　　有　田　る み 子

席次番号 　　職　　　　　　名 　氏　　　　　　名 出　欠

1 　教　　育　　長 　有　田　　るみ子 出

　委　　員　　応　　招 2 　教育長職務代理 　小　川　　詠　二 出

　出　　席　　状　　況 3 　委　　　　   員 　椎　貝　　明　子 出

4 　委　　 　　　員 　森　野　　一　英 出

5 　委　　 　　　員 　山　本　　隆　弘 出

　　　職　　　　名 　氏　　　　　　　名 出　欠

　　学校教育部長 　魚　躬　　隆　夫 出

　　生涯学習部長 　梅　澤　　十三男 出

　　学校教育部理事兼副部長 　浮　田　　勝　之 出

　　生涯学習部副部長兼青少年課長 　羽ヶ崎　　紀　子 出

　　参事兼学務課長 　髙　橋　　英　樹 出

　　参事兼指導課長 　菅　原　　成　之 出

　会議に出席した者 　　生涯学習課長 　大　村　　和　男 出

　　日本一の読書のまち推進課長 　園　田　　久美子 出

（事務局）教育総務課長 　木　原　　正　裕 出

    教育総務課課長補佐兼教育総務係長 　室　伏　　真 出

・議案第２４号から議案第２７号は原案可決

・議案第２５号から議案第２７号は人事案件のため秘密会

　備　　　　　　　　考

（傍聴人　なし）

会議録を作成した者 （書記）教育総務課課長補佐兼教育総務係長　　　室伏　真

　　令和３年　　第６回定例会議　　埼玉県三郷市教育委員会会議録



令和３年　　第６回定例会議　　　　　Ｎｏ．１

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

１．出欠席の確認

２．開会の宣言

　　有田教育長

　　　　ただ今より令和３年三郷市教育委員会第６回定例会の会議を開会いたします。

　　　　出席委員が定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。

　　　　議事の日程につきましては、お手もとに配布したとおりでございます。

３．秘密会議決

　　　　お諮りいたします。議案第２５号から議案第２７号は人事案件です。

　　　　会議規則第６条により秘密会とすることに賛成の委員は挙手願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　［　　委員挙手　　］　

         全員賛成であります。よって秘密会とし、日程第５以降にて

　　　　審議いたします。

４．会議録承認及び署名

　　有田教育長

　　　　日程第１　令和３年教育委員会第５回定例会議の会議録承認及び署名について

　　　　会議録の朗読を室伏課長補佐にお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（室伏教育総務課長補佐朗読）

　　　　令和３年教育委員会第５回定例会議の会議録承認及び署名について

　　　　ご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　「　異議なし　」　と言う人あり　］

　　　　ご異議なければ署名願います。

５．議　事

　　有田教育長

　　　　日程第２　議案第２４号　三郷市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

　　　　規則について議題とします。議案１ページをご覧ください。

　　　　議案第２４号　三郷市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

　　　　ご審議いただきたく、議案書のとおり提案いたします。　

　　　　提案理由など詳細については担当課長より説明いたさせます。

　　　　　　　　　　　　　　　（提案説明：木原教育総務課長）

　　有田教育長



令和３年　　第６回定例会議　　　　　Ｎｏ．２

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

　　　　議案第２４号の提案説明が終わりました。これより本案に対する質疑を行います。

　　有田教育長

　　　　質疑がないようですので、議案第２４号の質疑を終結いたします。

６．採　決

　　有田教育長

　　　　◎議案第２４号　三郷市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

　　　　　 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　「　異議なし　」　と言う人あり　］

　　　　　ご異議ないものと認め、本案を原案どおり可決することに決しました。

７．教育長報告事項

　　有田教育長

　　　　日程第３　教育長報告事項を議題とします。

　　　　教育長報告事項につきましては、担当課長より、順次報告いたさせます。

　　　　教育総務課分　 　３件 （報告者）木原教育総務課長

　　　　学務課分　 　１件 （報告者）髙橋学務課長

　　　　指導課分　 　３件 （報告者）菅原指導課長

　　　　生涯学習課分 　１件 （報告者）大村生涯学習課長

　　　　青少年課分 　１件 （報告者）羽ヶ崎青少年課長

　　　 　日本一の読書のまち推進課分 　３件 （報告者）園田日本一の読書のまち推進課長

　　有田教育長

　　　　教育長報告事項の報告が終わりました。ここで、教育長報告事項について、各委員

　　　　からご質問やご意見、ご提言などをいただきたいと思います。ご意見等は課ごとに

　　　　お願いします。

【指導課報告分について】

（質疑）小川委員

　　　　タブレットPC持ち帰り先行実施について、学校側から送信された課題を受け取り、

　　　　児童生徒は自宅で課題に取り組むと思いますが、課題に対する疑問が生じた時には

　　　　学校と家庭でどのようなやりとりで質問が出来るのでしょうか。

（答弁）菅原指導課長

　　　　今回の先行実施は、学校と家庭での通信が可能であるかの確認が目的の一つであり、

　　　　課題の内容はアンケートに回答するものとし、週末に実施しました。

　　　　そのため、課題に対する質問など、学校と家庭での双方向でのやりとりを想定したもの

　　　　ではありませんでした。



　 令和３年　　第６回定例会議　　　　　Ｎｏ．３

　　　　　会　　　　　　　　議　　　　　　　　　事　　　　　　　　　件　　　　　　　　　名

　　　　　　　会　　　　　　議　　　　　　進　　　　　　行　　　　　　状　　　　　　況

　　　　しかし、今後はオンラインという利点を活かした取り組みが出来るように検討して

　　　　いきたいと考えています。

（質疑）有田教育長

　　　　オンラインを活かした取り組みを検討するということですが、１学期中には、

　　　　何かの取り組みが実施できるのでしょうか。

（答弁）菅原指導課長

　　　　現在、Wi-Fi端末の貸し出しを行っていますが、まだ全児童生徒がタブレットPCを

　　　　家庭で使用できる状況にはなっていません。まずは、通信環境の整備を優先に

　　　　実施する必要があると考えています。

　　　　また、オンラインを活用した双方向のやりとりは、長期休業中や学校活動時間外にも

　　　　対応する必要があり検討するべき課題が多くあります。

　　　　通信環境が整い、全児童生徒が家庭で使用できる状況になってから、課題の整理を

　　　　することになりますので、１学期中の取り組み開始は難しいと思います。

８．次回委員会日程

　　有田教育長

　　　　日程第４　次回の教育委員会開催日について

　　　　次回の会議日程を決めたいと思います。

　　　　　　◎令和３年第７回定例会　　　　　７月１５日（木）午後１時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市役所４階　教育委員会室

９．議　事（秘密会）

　　有田教育長

　　　　続きまして、議案第２５号から議案第２７号を議題とします。

　　　　秘密会で行います。

１０．採　決（秘密会）

１１．閉　　会

　　有田教育長

　　　　　以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

　　　　　これにて閉会といたします。　　

　　　　　（午後２時１１分）


